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平成２７年度予算 
 

●平成２７年度予算が決まりました。３月議会

は、３月３日に開会し、４日と５日に一般質問、

６、９、１０日に予算特別委員会、１２日に総

務及び民生教育、１３日に産業建設の各常任委

員会、１９日に採決が行われました。平成２６

年度補正予算、条例等の４１議案、手話言語法

制定を求める請願、消防広域化に伴う稲敷広域

市町村圏組合議員等を決めて閉会しました。私

は予算特別委員会副委員長として様々な要

望・提言を行い、全議案に賛成しました。 
 

予算規模は、●一般会

計１５４億５千９百万

円、●特別会計１２４

億１千９百万円（国民

健康保険６２億１千８

百万円、公共下水道２

３億３千７百万円、土

地区画整理９百万円、農業集落排水１億６千８百

万円、介護保険２９億３千３百万円、後期高齢者

医療７億５千４百万円）、●公営企業会計（水道

事業）１８億４千２百万円、●合計２９７億７千

２百万円です。過去の最大予算規模は霞クリーン

センターを建設した平成７年でした。 
 

●この予算規模は、近年では最も大きなものとな

りました。一般会計予算規模は、平成１７年度か

らは１３５億円内外で推移してきましたが、２６

年度で１４５億円、２７年度１５５億円となりま

した。財政調整基金から１０億円を取り崩して財

源に充てています。 
 

●地方公共団体は、地方自治法第２条の１４項

で、最少の経費で最大の効果をあげるようにし

なければいけないと決められています。議会の

最大の仕事は行政の監視です。町民の多様な意

見を反映する議会が必要です。 

●主要事業の概要 
 

●道の駅整備推進事業に民間活力を導入するため

の調査に８百万円、●合併６０周年記念式典に４

２０万円、●庁舎耐震改修に２億１千４百万円、

●防災行政無線に１億８百万円（今年度５億９千

万円）、●集会施設整備２千１百万円、●地域型

保育事業（家庭的保育、

小規模保育）４千３百

万円、●障がい者介護

給付４億１千２百万円、

●医療給付事業３億７

千万円、●予防接種事

業１億１千１百万円、

●農業基盤整備２千８百万円、●都市計画マスタ

ープラン策定６百万円、●道路新設改良２億２千

３百万円、●道路橋梁維持補修３億１千９百万円、

●公共下水道整備１０億２千９百万円、●水道拡

張事業２億６千５百万円、●新小学校整備（実施

設計）６千４百万円、●学校施設改修１億８千７

百万円、●中央公民館耐震補強２億５百万円、な

どです。 
 

 

地方創生関連予算 
 

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の

減少に歯止めをかけるとともに将来にわたって活

力ある社会を維持することを目的に「まち・ひと・

しごと創生法」が昨年施行されました。阿見町で

は、「人と自然が織りなす、輝くまち創生本部」

を立ち上げ、町産業界を中心とする構成で有識者

会議を設置し、平成２８年度予算に具体的な政策

を展開するよう、秋までに町総合戦略を立てます。

平成２６年度補正予算では、全額を平成２７年度

に繰り越してプレミアム付商品券事業４千８百万

円、企業誘致事業、観光ＰＲ映像作成などを計上

しました。皆様の意見をお寄せ下さい。 



相続の極意 
 

平成２７年から相続税が改正されました 
 

相続に関する講演

会を開催します。伊

藤博弁護士（元東京

弁護士会副会長）が、

相続大増税になっ

たと評されている

平成２７年の相続

税制度改正につい

て解説します。また、

相続の基礎知識や

遺産分割、相続放棄した方が良い場合など、

相続の実務、相続の準備などについても解説

します。講演会は先着順で誰でも無料で参加

することができます。 

❒５月１３日（水） 
午後２時から 

❒本郷ふれあいセンター 

会議室 
 

資料の準備がありますので、講演会参加ご希

望の方は以下の方法でお申込み下さい。 

 

❒お申込みは 090-1548-5294 まで 

 

 

無料法律・生活相談 
 

日時：５月８日（金）１３時から 

場所：本郷ふれあいセンター 
 

●地域や家庭での日常生活上の

問題や法律に関わる問題などに

遭遇して解決できずに悩んでい

る方の相談に応じます。今回の

担当は宮迫圭秀弁護士です。予

約が必要です。 

 

●夫婦・親子、結婚・離婚、相続・遺言、土

地・家屋の売買や賃借、金銭貸借（クレジッ

ト・サラ金）、中小企業の経営問題、労務な

どについて弁護士が相談に応じます。●交通

事故の示談交渉（弁護士への相談をお勧めし

ます）や医療事故、損害賠償請求、名誉棄損

など人権問題も弁護士が相談に応じます。 

予算特別委員会の様子 

 

議会への要望や意見もお寄せ下さい。ホー

ムページやブログもご覧ください。 
 

❒海野隆事務所 
電 話：０２９（８９５）０３４０ 

ＦＡＸ：０２９（８９５）０３４０ 

携 帯：０９０（１５４８）５２９４ 

E-mail：sougousenryaku@gmail.com 


